
【募 集 対 象】
高度かつ専門的な課題に積極的に取り組んでいただける
専門家（民間支援事業者）の方。

（中小企業診断士・技術士・情報処理技術者・弁理士・税理士・公認会計士等）
※登録申請時点で適格請求書発行事業者に登録されていること。

下記の要件に合致した中小企業者等に対して行います。

【登録申請方法】
当機構ホームページより様式第5「専門家登録申請書」を
ダウンロードし、提出。
※専門家登録については保有資格、支援実績、業務経験等を総合的に勘案し、審査。

【 謝 金 等 】
【謝金】 派遣1回につき、30,000円（消費税込み）。
【旅費】 実費相当（当機構の旅費規程による）。

 ※専門家派遣に要する謝金及び旅費の1/3相当額については、
 　支援を受ける企業が負担。

創業を予定している、または経営革新等を行って、経営の向上を目指す
意欲があること。（業種・法人格の有無を問いません）1

経営革新等、経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。2

専門家派遣により、支援の効果が期待できること。3

企 業 の 発 展・成 長 を 促 進 さ せ る

中小企業者が抱える経営、技術、情報化等に関する種々の問題を解決し、
適切な診断・助言・アドバイスを実施する専門家の方を募集します!
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専門家登録の申請・登録
専門家登録を希望される方からの申請を受け、当機構で審査のうえ、登録。

支援を求める企業からの派遣要請
支援を求める企業は、派遣を希望する専門家・支援内容などを記載した派遣要請書を電子申請や郵送等により提出。

派遣内容の検討・派遣の決定
企業からの派遣要請を受け、当機構において内容を検討し、派遣する専門家・派遣回数等を決定。

派遣の実施
上記決定の後、当機構より、専門家に対して、派遣の実施を依頼します。

報告書の提出
派遣の終了後、速やかに様式第2「業務報告書」により報告してください。

（支援を受けた企業からも、別途報告書を提出いただきます）

謝金・旅費のお支払い
報告書の提出後、当機構において内容を確認し、派遣が完了と認められる場合は、謝金と旅費をお支払いいたします。
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富山県外に住んでいる場合、専門家としての登録はできませんか？
富山県外にお住まいの場合も、専門家登録要件を満たしていれば、登録が可能です。

Q

A

派遣1回あたりの実施時間はどれくらいですか？
原則として、1回につき3時間以上の派遣実施をお願いします。

Q

A

企業から派遣要請を受けた場合、いつから派遣を開始すればよいですか？
派遣企業の負担金入金を確認後、派遣開始が可能です。

Q

A


